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　川崎市では、全ての職員が生活と仕事とを両立し活躍するために必要な職場環境・職場風土づくりを推進するため、女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」という。）及び次世代育成支援対策推進法（平
成１５年法律第１２０号。以下「次世代育成支援法」という。）に基づき、「川崎市特定事業主行動計画」を策定し、取組を進めてい
ます。
　今般、女性活躍推進法第１９条第６項及び次世代育成支援法第１９条第５項に基づき、令和４年度の行動計画の実施状況を以下のと
おり取りまとめましたのでお知らせします。
　併せて、女性活躍推進法第２１条の規定に基づき、川崎市における女性の活躍状況についてもお知らせします。
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川崎市特定事業主行動計画の実施状況の公表について
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教育委員会事務局

311人

141人

（１）　職員区分毎の女性職員の採用状況（全任命権者合計）

１　女性職員の採用割合（令和４（２０２２）年度採用者）
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（２）　一般職員における女性職員の採用状況（任命権者別）

170人

54.7%

6人

28.6%

女性

女性割合 0.0%

34人

81.0%

141人
45.3％

170人
54.7％

教育委員会事務局

33人
82.5％

7人
17.5％

消防局

29人
20.6％

112人
79.4％

病院局

7人
87.5％

1人
12.5％

交通局

30人
78.9%

8人
21.1％

上下水道局

163人
47.2%182人

52.8%

市長事務部局等

903人
33.9%

1,763人
66.1%

代替教員・非常勤講師

22人
31%

49人
69%

臨時的任用職員

1,255人
20.5%

会計年度任用職員

154人
43%204人

57%

任期付職員

403人
45.6%

480人
54.4%

一般職員

一般職員における採用状況の男女比 □男性 ■女性

4,868人
79.5.％

1



２　管理職における女性職員の割合

（１）　管理職登用の推移（各年度４月１日現在）
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３　各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（令和５（２０２３）年４月１日現在）

※割合30っじょうげんにする。女性

４　一般職における年代別退職状況（令和４（２０２２）年度）※自己都合退職者数
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５　一般職員における男女別の育児休業取得率及び育児休業の取得期間の分布状況（令和４（２０２２）年度）
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（１）　男性職員の育児休業取得率及び育児休業の取得期間の分布状況
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※交通局の自動車運転手、病院局の医師・歯科医師を除く

※災害時等の業務を除く

※令和4年度の男性の育児休業取得状況については3ページの5(1)を御参照ください。

令和２年度

0人 0人 0人

（２）　女性職員の育児休業取得率及び育児休業の取得期間の分布状況
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※育児に伴う休暇・休業を1年以内に１か月以上取得した職員の割合。令和４年度からの新規目標のため、取得予定計画の数値を参考値として掲載
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※育児休業取得率＝「当該年度に新たに育児休業を取得した職員数（子の出生時期は問わない）」÷「当該年度に出産した職員数」
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※交通局の自動車運転手、病院局の医師・歯科医師を除く

※災害時等の業務を除く

令和4年度 619人

交通局 病院局 消防局

618人

平成30年度 367人

令和元年度 397人

年間480時間を超える時間外勤務者数を令和７(2025)年度までにゼロを目指します

年度 職員数

職員
（管理職を除く）

（２）　上限（年間４８０時間）を超えて命じられて勤務した職員数

令和２年度

市長事務部局等 上下水道局

令和４年度 73.1%

16.1日

職員アンケート「働き方に関する満足感」を令和７(2025)年度までに「満足している」等の回答80％以上を目指します

一人当たりの
取得率

80.3%71.9% 84.7% 95.1%

※交通局の自動車運転手、病院局の医師・歯科医師を除く
※災害時等の業務を除く

☆川崎市特定事業主行動計画　目標値

市長事務部局等

513人

上下水道局

1人

教育委員会事務局

一人当たりの
取得日数割合

17.2日

交通局

79.8%

令和３年度

令和２年度

教育委員会事務局 全体
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消防局

5人

病院局

28人

79.2%

年度 比率
平成30年度 76.1%
令和元年度 73.8%
令和２年度

☆川崎市特定事業主行動計画　目標値

職員の年次休暇取得率を令和７(2025)年度までに１６日（80％以上）を目指します

☆川崎市特定事業主行動計画　目標値

令和３年度

13.5日

令和３年度 15.9日

令和４年度

66.8% 76.1%

７　年次休暇の取得状況　（令和４（２０２２）年度）

全体

令和元年度 15.0日

15.2日14.4日 16.9日 19日 13.4日

年度 取得率

85.8%

16.1日

484人

８　働き方についての満足度

平成30年度 14.7日

71人

※職員アンケートの詳細は本市公式ウェブサイトの「川崎市特定事業主行動計画」の
ページ（https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000078413.html）に掲載し
ています。
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一月当たりの平均時間外勤務時間数及び年間480時間を超えて勤務した職員数

平均時間外勤務時間 年間480時間を超えて勤務した職員数

等
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９  職員の給与の男女の差異（令和４（２０２２）年度） 

市長事務部局 

１．全職員に係る情報 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で 
定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

本庁部局長・次長相当職 100.3% 

本庁課長相当職 98.6% 

本庁課長補佐相当職 99.7% 

本庁係長相当職 98.7% 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

３６年以上 88.4% 

３１～３５年 92.4% 

２６～３０年 94.4% 

２１～２５年 91.2% 

１６～２０年 90.2% 

１１～１５年 89.6% 

６～１０年 89.0% 

１～５年 94.5% 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

任期の定めのない常勤職員 89.5% 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 83.6% 

全職員 79.1% 

【説明欄】 

男女の給与の差異が生じている要因として、扶養親族のある職員に支給する扶養手当の受給者が男

性の方が多いこと、係長以上の役職段階にある職員の割合が男性の方が大きいこと等が考えられま

す。 

差異の算出にあたって用いている職員数は、短時間勤務職員等については常勤職員の所定勤務時

間を基に勤務時間に応じて換算しています。また、選挙の投票事務に従事する会計年度任用職員につ

いては対象から除外しています。 
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上下水道局 

１．全職員に係る情報 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で 
定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

本庁部局長・次長相当職 ― 

本庁課長相当職 93.4％ 

本庁課長補佐相当職 94.8％ 

本庁係長相当職 100.7％ 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

３６年以上 92.3％ 

３１～３５年 91.0％ 

２６～３０年 92.2％ 

２１～２５年 88.5％ 

１６～２０年 93.6％ 

１１～１５年 86.9％ 

６～１０年 88.9％ 

１～５年 87.1％ 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

任期の定めのない常勤職員 83.4％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 100.4％ 

全職員 83.2％ 

【説明欄】 

男女の給与の差異が生じている要因として、扶養親族のある職員に支給する扶養手当の受給者 

が男性の方が多いこと、係長以上の役職段階にある職員の割合が男性の方が大きいこと等が考えられ

ます。 

差異の算出にあたって用いている職員数は、短時間勤務職員等については常勤職員の所定勤務 

時間を基に勤務時間に応じて換算しています。 

 なお、２（１）役職段階別の表中本庁部局長・次長相当職の項については、女性の対象者が０名である

ため、割合を記載していません。 
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交通局 

１．全職員に係る情報 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で 
定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

本庁部局長・次長相当職               － ％ 

本庁課長相当職               － ％ 

本庁課長補佐相当職               － ％ 

本庁係長相当職               － ％ 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

３６年以上               － ％    

３１～３５年               － ％ 

２６～３０年              90.4 ％ 

２１～２５年              90.2 ％ 

１６～２０年               － ％ 

１１～１５年               － ％ 

６～１０年              84.7 ％ 

１～５年              85.6 ％ 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

任期の定めのない常勤職員              79.2 ％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員              68.9 ％ 

全職員              69.8 ％ 

【説明欄】 

男女の給与の差異が生じている主な要因として、休日勤務手当・夜間勤務手当が支給されている現

業部門の職員の多くを男性が占めていることと、係長以上の役職段階にある女性職員がいないことが考

えられます。 

差異の算出にあたって用いている職員数は、短時間勤務職員等については常勤職員の所定勤務時

間を基に勤務時間に応じて換算しています。 

なお、上記の表中割合が「―」となっている項については、女性の対象者が１名又は０名であるため、

割合を記載していません。 
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病院局 

１．全職員に係る情報 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で 
定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

本庁部局長・次長相当職 96.6％ 

本庁課長相当職 81.4％ 

本庁課長補佐相当職 99.6％ 

本庁係長相当職 72.8％ 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

３６年以上 83.6％ 

３１～３５年 84.4％ 

２６～３０年 86.6％ 

２１～２５年 73.9％ 

１６～２０年 58.7％ 

１１～１５年 64.1％ 

６～１０年 64.1％ 

１～５年 49.8％ 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

任期の定めのない常勤職員 62.0％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 62.0％ 

全職員 60.2％ 

【説明欄】 

男女の給与の差異が生じている要因として、給与の支給額の大きい医師の割合が男性の方が大きい

こと、扶養親族のある職員に支給する扶養手当の受給者が男性の方が多いこと、係長以上の役職段階

にある職員の割合が男性の方が大きいこと等が考えられます。 

差異の算出にあたって用いている職員数は、短時間勤務職員等については常勤職員の所定勤務時

間を基に勤務時間に応じて換算しています。 
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消防局 

１．全職員に係る情報 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で 
定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

本庁部局長・次長相当職                － 

本庁課長相当職                － 

本庁課長補佐相当職               89.8％ 

本庁係長相当職               90.0％ 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

３６年以上               101.6％    

３１～３５年               80.2％ 

２６～３０年               84.4％ 

２１～２５年               86.3％ 

１６～２０年               87.8％ 

１１～１５年               97.7％ 

６～１０年               91.7％ 

１～５年               89.1％ 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

任期の定めのない常勤職員               85.8％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員               81.5％ 

全職員               74.2％ 

【説明欄】 

男女の給与の差異が生じている要因として、扶養親族のある職員に支給する扶養手当の受給者 

が男性の方が多いこと、特殊勤務手当等が発生する隔日勤務者の割合が男性の方が多いこと、  係

長以上の役職段階にある職員の割合が男性の方が大きいこと等が考えられます。 

差異の算出にあたって用いている職員数は、短時間勤務職員等については常勤職員の所定勤務 

時間を基に勤務時間に応じて換算しています。 

 なお、２（１）役職段階別の表中本庁部局長・次長相当職及び本庁課長相当職の項については、女性

の対象者が１名又は０名であるため、割合を記載していません。 
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教育委員会事務局 

１．全職員に係る情報 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で 
定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

本庁部局長・次長相当職               96.2％ 

本庁課長相当職               96.6％ 

本庁課長補佐相当職               99.6％ 

本庁係長相当職               98.1％ 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

３６年以上               94.3％    

３１～３５年               93.5％ 

２６～３０年               91.4％ 

２１～２５年               90.4％ 

１６～２０年               96.7％ 

１１～１５年               94.2％ 

６～１０年               91.1％ 

１～５年               94.3％ 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

任期の定めのない常勤職員               94.1％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員               94.7％ 

全職員               92.5％ 

【説明欄】 

男女の給与の差異が生じている要因としては、扶養親族のある職員に支給する扶養手当の受給者が

男性の方が多いこと、係長以上の役職段階にある職員の割合が男性の方が大きいこと等が考えられま

す。 

 差異の算出にあたって用いている職員数は、短時間勤務職員等については常勤職員の所定勤務時間

を基に勤務時間に応じて換算しています。 
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